
第３４号議案 

   足立区立認定こども園条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  令和７年２月２０日 

            提出者 足立区長  近 藤 弥 生 

 

   足立区立認定こども園条例の一部を改正する条例 

 足立区立認定こども園条例（平成２３年足立区条例第３５号）の一部

を次のように改正する。 

 第２条第２項の表足立区立元宿こども園の項を削る。 

 第３条第１項中「児童福祉法」の次に「（昭和２２年法律第１６４号）」

を加え、同条第２項の表足立区立おおやたこども園の項の前に次のよう

に加える。 

足立区立元宿こども園 足立区千住元町３４番３－１０１号 

 第４条第２項の表足立区立おおやたこども園の項の前に次のように

加える。 

足立区立元宿こども園 足立区千住元町３４番３－１０１号 

 第５条第２項中「第２号」を「前項第２号」に改める。 

   付  則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 （提案理由） 

 認定こども園の統合に伴うもののほか、規定を整備する必要があるの

で、この条例案を提出いたします。 


